
 

 

 

Ｑ１：２歳から満３歳に到達したことにより、年度途中に支給認定が３号認定から２号認定

に切り替わると思いますが、その場合の保育料はどうなりますか？ 

Ａ１：満３歳に到達し、２号認定に切り替わった場合でも、その年度内については、３号認定の０～

２歳児の保育料のまま継続します。 

 

Ｑ2 ：一度決定した保育料は、卒園するまで同じですか？ 

Ａ２：保育料は、その年度の市民税額に応じて毎年９月に見直します。 

 

Ｑ３： 欠席した場合、保育料は日割計算されますか？ 

Ａ３：欠席については、理由・日数に関わらず日割計算はされません。 

 

Ｑ４：ひとり親世帯の保育料は無料ですか？ 

Ａ４：保育料は保護者等の市民税額によって決定しますので、無料とは限りません。 

 

Q５：ひとり親世帯や在宅障害児のいる世帯について、保育料の軽減・減免等はありますか？ 

Ａ５：ひとり親世帯や在宅障害児のいる世帯について、保育料の軽減・減免等があります。ただし、

祖父母同居の場合や収入が多い場合等、軽減・減免等の対象とならない場合があります。 

 

Q６：月途中で退所した場合の保育料の取扱いはどうなりますか？ 

Ａ６：月の途中で退所された場合は、利用者負担額（保育料）の日割り計算ができます。 

 

Q７：子の祖父母と同居しており、父母の収入が少ない場合、利用料はどうなりますか？ 

Ａ７：父母（ひとり親世帯の場合、父又は母）の年収の合計が基準に満たない場合、同居の祖父又は

祖母のうち、市民税額が高い方の税額を父母の税額に合算して利用料を決定します。 

 

Ｑ８：月の途中に短時間認定から標準時間認定に変更した場合の保育料はどうなりますか？ 

Ａ８：月途中に認定を変更した場合は、認定変更の翌月から保育料は変更となります。ただし１日付

で認定変更の場合については、当月から保育料が変更となります。 

 

Ｑ９：離婚・再婚した場合、保育料は変わるの？ 

Ａ９：保育料の算定対象者が変わってくるため離婚・再婚の翌月から保育料が変更となる場合があり

ます。市こども課へご連絡ください。なお、「離婚前提の別居」の場合は、離婚調定中を除き、

不在者を含めて算定します。 

  

保育料に関するQ&A 
 



Ｑ10：２号・３号認定の場合、保育料に給食費が含まれていると聞きましたが、１号認定

も給食費が含まれているのでしょうか？ 

Ａ１０：２号・３号認定の保育料には、給食費が含まれていますが、１号認定については含まれてお

りませんので、保育料とは別に園から給食費の徴収があります。また、３号認定は完全給食、

２号認定については、副食給食です。そのため２号認定の場合は、別途主食費が必要となる

か、白ご飯の持参が必要となります。詳しくは各園にお問合せください。 

 

Ｑ11：幼稚園に通う第２子、第３子の保育料が軽減されると聞きましたが、どうなるので

すか？ 

Ａ１１：幼稚園（１号認定）の保育料について、同一世帯で小学校３年生以下の子どもで最年長の子

どもから順に２人目の園児は保育料が半額、３人目の園児は保育料が無料となります。 

保育園（２・３号認定）での保育料について、同一世帯で小学校就学前の範囲内に子どもが

２人以上いる場合、最年長の子どもから順に、第１子は全額負担となりますが、第２子は半

額、第３子は無料となります。  

※所得制限はありません。※実費負担分や延長保育料等は軽減の対象となりません。 

 

Q12：「すこやか子育て支援事業」とはどういった内容になりますか？ 

A１２：「すこやか子育て支援事業」とは、第２子以降で保育所、幼稚園または認定こども園に入園し

ている児童の保育料を無料とする島原市の事業です。 

ただし、所得制限（市民税所得割課税額 169,000 円未満の世帯）がありますので、対象

となるかは市こども課の窓口でご確認ください。 

 

Ｑ13：広域利用（他市町村の施設を利用）をする場合の保育料はどうなりますか？ 

Ａ１３：広域利用の場合においても、利用者の保育料については、居住地の市町村が定める保育料と

なります。（島原市民である場合は島原市の設定する金額） 

 


